
静岡市建設工事に係る
着手日選択制度について
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静岡市建設工事に係る着手日選択制度について

選択期間61日（開札日からカウント）

（例）・一般競争入札（事前審査）
・工期２００日（実作業日数＋準備及び後片付け日数＋不稼働日数）
・着手期限日：開札日から61日間

本制度
（開札後）

着手期限日（入札公告等に記載）

標準工事期間は変更できない

■制度の概要
静岡市が発注する工事において、開札日から30日以上90日以内で発注者が設定した着手日選
択期間内（建設資材や労働者等の準備の期間を確保し、受注者の円滑な施工体制の整備を図る
ための期間）で、受注者が着手日を定めて契約締結することができる制度

完成日

3/17
工期200日8/30

着手日(期間内で受注者が契約締結前に選定)

契約締結(通知から７日以内)
決定通知

7/1 7/8 8/1

工期200日

2/16

本制度
（公告時）

完成予定日
現行

開札、決定通知
7/1 契約締結(通知から７日以内)7/8

工期200日7/9
1/24
完成日

着手日通知書提出

開札
7/1

開札
7/1



A工事（手持ち工事）

A工事（手持ち工事）
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着手日選択制度のメリット

１．業者の受注機会の増加
２．不調不落の削減
３．技術者、建設機械などを有効活用

■着手日選択制度ではない場合
Ａ工事（手持ち工事）の受注者は、重複期間があるため、技術者等がいない時は、Ｂ工事
（着手日選択制度ではない工事）を受注できない。

■着手日選択制度の場合
Ａ工事（手持ち工事）の受注者は、重複期間があるが、この期間はＢ工事の着手日選択期
間（余裕期間）であり技術者等の設置が不要なため、例えば技術者等がいない時において
も、Ｂ工事（着手日選択制度適用工事）を受注できる。

重複期間

B工事（着手日選択制度適用工事）選択期間

重複期間

資材、労働力の確保準備期間

B工事（着手日選択制度ではない工事）
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対象工事の選定

着手日選択制度の対象工事は、次の各号のいずれかに該当す
るものとする。

（１）標準工期に、開札日から着手期限日までの期間（以下
「着手日選択期間」という。）を加算した期間が、発注年度
を超えない工事。

（２）債務負担行為等により年度をまたぐ工事は、工事施工
課と契約課との協議により合意を得た工事。
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着手期限日及び着手日選択期間等の流れ

本制度
（開札後）

標準工事期間は変更できない

本制度
（公告時）

発

受

① 発注者が着手期限日を設定し、入札公告等に記載する。

② 受注者が、着手日選択期間内で、任意の日を着手日として定める。

③ 受注者が、契約締結前に着手日を着手日通知書（様式第１号）により発注者に通知する。

④ 建設工事請負契約書の着手日には、受注者が選択した着手日を記載する。

発

受

受

選択期間61日（開札日からカウント）

着手期限日（入札公告等に記載）

完成日

3/17
工期200日8/30

着手日(期間内で受注者が契約締結前に選定)

契約締結(通知から７日以内)
決定通知

7/1 7/8 8/1

工期200日

2/16

完成予定日

着手日通知書提出

開札
7/1

開札
7/1

受

受

発
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着手日選択期間等の設定

（例）・一般競争入札（事前審査）
・工期１5０日（実作業日数＋準備及び後片付け日数＋不稼働日数）
・着手期限日：開札日から60日間

本制度
（開札後）

標準工事期間は変更できない

（１）発注者は、原則として、着手日選択期間は、開札日から30日以上90日以内で設定す
ることとし、可能な限り長くとること。⇒対象工事や各課の状況（監督員の手持ち工事状況や
完成予定日の集中を避ける等）を考慮したうえで、着手日選択期間を設定してください。

（２）発注者は、着手期限日及び完成予定日が休日（静岡市の休日を定める条例第１条に規
定する市の機関の休日。）とならないようにすること。

（３）受注者は、着手日を定めるにあたり、着手日及び完成日が休日とならないようにす
ること。 ⇒受注者より着手日通知書（様式第１号）が提出され、完成日が休日になっていた
場合は、完成日が休日とならないよう受注者に指導して下さい。なお、契約締結後の着手日変
更は認めません。

本制度
（公告時）

受

発

発

受

受

受

選択期間61日（開札日からカウント）

着手期限日（入札公告等に記載）

完成日

3/17
工期200日8/30

着手日(期間内で受注者が契約締結前に選定)

契約締結(通知から７日以内)
決定通知

7/1 7/8 8/1

工期200日

2/16

完成予定日

着手日通知書提出

開札
7/1

開札
7/1

発
発
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着手日通知書

受注者は、請負契約締結前に着手日を着手日通知書（様式第１号）により発注者に通知。

休日となっていないか
チェック
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静岡市建設工事請負契約約款の読み替え

第３条 受注者は、この契約締結後14日以内に、設計図書に基づいて工程表を作成し、発注者
に提出しなければならない。ただし、１件 500万円未満の工事については、これを省略するこ
とができる。
２ ・・・
３ ・・・
４ 受注者は、発注者から請求があった場合においては、この契約締結後14日以内に、設計図
書に基づいて請負代金内訳書を作成し、発注者に提出しなければならない。

第３条 受注者は、この着手日後14日以内に、設計図書に基づいて工程表を作成し、発注者に
提出しなければならない。ただし、１件 500万円未満の工事については、これを省略すること
ができる。
２ ・・・
３ ・・・
４ 受注者は、発注者から請求があった場合においては、この着手日後14日以内に、設計図書
に基づいて請負代金内訳書を作成し、発注者に提出しなければならない。
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特に定めた契約条件

着手日選択制度の契約にあたっては、（様式第２号）特に定めた契約条件を添付。
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各種取扱い

●前払金の取扱い
対象工事に係る前払金は、着手日以前に支払を請求することができない。

●着手日前の取扱い
（１） 契約日から着手日の前日までの期間における当該工事現場の管理は、発注者の責任におい
て行うものとする。
（２） 契約日から着手日の前日までの期間には、資材の搬入、仮設物の設置等の準備工事を含め、
工事に着手してはならない。⇒承認行為等が必要な書類のやりとりも出来ません。

●技術者の取扱い
契約日から着手日の前日までの期間は、主任技術者又は監理技術者及び現場代理人を配置するこ
とを要しない。

●経費の負担
着手日を選択したことにより経費が生じる場合は、受注者がこれを負担するものとする。

●契約の保証
この工事の契約保証期間は、契約日から完成日までを対象とする保証とする。

●着手届、工程表、主任技術者等通知書、施工計画書の提出期限
着手日後（着手日含まず）14日以内。

●コリンズ登録の期限
着手日後（着手日含まず） 、土曜日、日曜日、祝日等を除き10日以内。

●積算方法
積算方法は、本制度を利用しない工事と同様。



本制度については、静岡市HPの「事業者向け」－「公共事業の技術政策」－「共通仕様書・
ガイドライン 」 －「 静岡市建設工事に係る着手日選択制度について」に掲載します。
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静岡市ホームページへの掲載

○入札・契約事務の流れについて
契約課
工事契約第１係、第２係
054-221-1027

問合せ

○制度全般について
技術政策課
技術・企画グループ
054-221-1010


